
 

◇本市は、2022年度（令和4年度）から「可燃ごみを2030年度（令和12年度）までに30％削減す

る」という目標を掲げ、「５３３０(ごみさんまる)運動」を展開している。これまで取り組んできた

雑ガミの回収や草木回収所の設置などにより、2023年度（令和５年度）時点で可燃ごみを

13.1％削減した（中間目標：2024年度（令和６年度）までに15％削減）。 
 
◇可燃ごみの更なる削減に向け、2025年（令和７年）４月から「製品プラスチック」の回収を開始

することを決定。これまで可燃ごみとしていた「製品プラスチック」を回収し、リサイクルする。 
 
◇これに先立ち、2024年（令和６年）９月29日（日）から（株）袋井清掃が移転・拡張した新たな

家庭系資源ごみ拠点回収所「えこのば（愛称）」にて製品プラスチックの回収を先行実施する。 
 

2025年（令和７年）４月から「製品プラスチック」の回収を開始！  

～５３３０
ごみさんまる

運動の目標達成に向け、９月29日から一部先行実施～ 

ふくろい 

・金属等の混合がなく、100%プラスチック 

のみでできているもの 
 
・一辺が50cm未満のもの 

＜プラスチック容器包装＞ ＜製品プラスチック＞ 

リサイクル 選別 

圧縮・梱包 

回収 
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